
ひ
の
　
　
つ
か
い

日
　
使
　
考

福
　
原
　
敏
　
男

　
は
じ
め
に

一　

春
日
大
宮
・
若
宮
の
祭

二
　
東
大
寺
八
幡
宮
転
害
会

三
　
離
宮
八
幡
宮
日
使
頭
祭

四
　
宇
治

田
原
三
社
祭

　
お
わ
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

祭
礼
芸
能
で
あ
る
一
つ
も
の
・
細
男
に
つ
い
て
考
察
し
、
こ
れ
を

平
安
末
期
に

成
立

し
た
田
楽
・
王
の
舞
・
獅
子
舞
・
十
列
・
巫
女
神
楽
・
競
馬
．
流
鏑
馬
．

神
楽
・
舞
楽
・
神
子
渡
等
か
ら
な
る
一
連
の
芸
能
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
京
都
・
奈
良
の
古

社
の
祭
礼
に
お
い
て
、
「
日
使
」
と
称
す
る
役
が
、
上
記
の
諸
芸
能
と
と
も
に
、
祭
礼
に
参

加
す
る
事
例
が
あ
る
。

　
従
来
の
日
使
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
春
日
若
宮
祭
礼
に
限
ら
れ
、
こ
こ
に
神
聖
性
が
指

　
　

論

文
要
旨

筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
、

摘
さ
れ
た
。
日
使
は
黒
抱
表
袴
に
長
い
裾
を
ひ
い
た
姿
で
、
奉
幣
を
主
な
役
割
と
し
、
芸
能

的
所
作
が
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
春
日
祭
・
春
日
若
宮
祭
礼
、
東
大
寺
八
幡
宮

転
害
会
、
大
山
崎
離
宮
八
幡
宮
の
日
使
神
事
、
山
城
宇
治
田
原
三
社
祭
に
参
加
す
る
日
使
を

対
象
に
し
た
。
史
料
と
絵
画
に
基
づ
く
検
討
の
結
果
、
日
使
の
成
立
を
楽
人
の
風
流
に
求
め

た
。
日
使
が
伝
播
し
た
地
に
お
け
る
宗
教
性
は
、
そ
の
所
役
を
荷
っ
た
人
々
の
階
層
の
問
題

で
あ
る
。

日　使　考

1
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は

じ
め
に

　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
、
祭
礼
芸
能
で
あ
る
一
つ
も
の
・
細
男
に
つ
い
て
考
察
し
、

こ
れ
を
平
安
末
期
に
成
立
し
た
田
楽
・
王
の
舞
・
獅
．
丁
舞
・
十
列
・
巫
女
神
楽
・
競

馬
・
流
鏑
馬
・
神
楽
・
舞
楽
・
神
子
渡
等
か
ら
な
る
一
連
の
芸
能
と
し
て
位
置
づ
け

（
1
）

た
。
本
稿
に
お
い
て
、
対
象
と
す
る
「
日
使
」
と
称
す
る
所
役
も
、
京
都
・
奈
良
の

古
社
の
祭
礼
に
登
場
す
る
。

　
現

在
、
H
使
は
春
日
若
宮
祭
礼
と
南
山
城
の
宇
治
m
原
三
社
祭
に
参
加
す
る
。
若

宮
祭
礼
に
お
い
て
は
黒
抱
表
袴
に
長
い
裾
を
ひ
い
た
姿
で
（
図
1
）
参
仕
し
、
祭
礼
行

列

の

中
心
で
あ
る
と
の
見
方
が
あ
る
。
ま
た
、
日
使
は
奉
幣
が
主
な
役
割
で
あ
り
、

以

前
諭

じ
た
一
つ
も
の
と
同
様
に
、
芸
能
的
所
作
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

こ

こ

に

神
聖
性
を

見
出
す
見
解
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
例
え

ば
、
大
東
延
和
は
春
日
若
宮
祭
礼
の
日
使
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
春
H

若
宮
は
藤
原
氏
祖

神
の
天
児
屋
根
神
と
そ
の
比
売
神
の
御
子
天
押
雲
根
命
を
ま
つ
る

が
、
こ
の
若
宮
は
蛇
体
の
水
霊
神
1
1
農
業
神
で
も
あ
っ
た
。
若
宮
創
立
以
前
の
長
承

年
間

（
一

＝
二
二
～
三
四
）
に
は
非
常
に
雨
が
多
く
、
全
国
的
に
洪
水
飢
鯉
に
見
舞

わ

れ
、
悪
疫
が
流
行
し
た
。
こ
れ
が
若
宮
を
祀
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
の
一
つ
で
あ

っ

た
。
こ
の
よ
う
な
世
情
を
背
景
と
し
、
日
使
に
は
晴
を
祈
る
太
陽
の
意
味
が
こ
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
大
東
は
同
時
に
日
使
を
政
治
的
に
も
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
春
日
大
宮
若

宮
御
祭
禮

図
』
に
よ
れ
ぽ
、
保
延
二
年
の
祭
礼
創
始
年
に
参
向
し
た
藤
原
忠
通
は
、

図1　春口若宮おん祭絵巻（春日大社蔵）

急
に
体
調
が
す

ぐ
れ
な
く
な
り
、
楽
人
に
装
束
を
貸
し
与
え
代
行
さ
せ
た
。
氏
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の

話
を

次
の

よ
う
に
解
釈
す
る
。

　
　
若

し
こ
の
話
の
よ
う
に
急
病
代
参
が
事
実
な
ら
ば
、
翌
年
以
降
に
お
い
て
参
向

　
　
す
れ
ば

よ
い
も
の
を
そ
の
事
実
も
な
く
、
ず
っ
と
楽
人
に
よ
る
日
使
な
の
で
あ

　
　

る
。
ど
う
も
こ
の
話
の
裏
に
は
、
藤
原
摂
関
家
の
祭
礼
関
与
を
敬
遠
し
た
衆
徒

　
　
側
の
巧
妙
な
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
て
な
ら
な
い
。

2
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こ

の

説

は
、
若
宮
祭
礼
の
創
始
を
、
春
日
神
社
の
祭
祀
権
獲
得
を
狙
っ
た
興
福
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

衆
徒
の
政
治
的
策
略
で
あ
る
と
す
る
永
島
福
太
郎
説
を
踏
ま
え
て
い
る
。
以
上
の
よ

う
に
大
東
は
「
日
使
」
を
、
宗
教
的
に
、
政
治
的
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　

ま
た
、
三
隅
治
雄
は
先
述
し
た
忠
通
の
代
理
説
話
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

　
　
氏
の
長
者
た
る
者
、
衆
徒
ご
と
き
に
一
度
押
さ
え
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

　
　
の

屈
辱
の
扱
い
を
唯
唯
諾
々
と
永
却
認
め
続
け
る
寛
容
さ
を
も
ち
え
た
か
と
い

　
　

う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「
日
使
」
の
名
に
は
、
古
き
代
よ
り
日
顯
ち
の
常

　
　
世
神
を
氏
神
と
仰
ぎ
、
そ
の
日
の
輝
き
を
つ
ね
に
春
日
山
か
ら
平
城
の
都
に
さ

　
　

し
当
て
、
日
の
御
子
で
あ
る
天
皇
を
守
り
育
て
た
の
は
わ
が
藤
原
氏
と
の
誇
示

　
　
が

込
め

ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
使
者
に
名
の
ら
せ
る
こ
と
で
、
表
面
は
興
福
寺

　
　
に

譲
り
な
が
ら
も
、
そ
の
実
、
こ
の
祭
り
の
主
は
わ
れ
な
り
、
と
の
自
負
を
示

　
　
す
気
概
が
裏
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
、
わ
た
し
に
は
す
る
。

　
　
　
現
実
に
、
祭
り
当
日
の
昼
下
り
、
興
福
寺
南
大
門
前
か
ら
春
口
神
社
の
一
の

　
　
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
影
向
の
松
の
下
を
通
っ
て
若
宮
お
旅
所
へ
と
向
か
う
数
百
人

　
　
の

大
行

列
の
先
頭
を
、
十
列
児
に
先
導
さ
せ
な
が
ら
い
く
日
使
の
騎
乗
姿
は
、

　
　
黒
の
束
帯
に
、
冠
に
は
藤
の
造
花
を
さ
し
、
陪
従
が
鶴
の
か
ざ
り
の
つ
い
た
風

　
　
流
傘
を

さ
し
か
け
る
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
優
雅
で
気
品
高
い
も
の
で
、
た
と

　
　

え
代
理
の
伶
人
と
は
い
え
、
藤
原
家
の
栄
光
と
権
威
を
万
余
の
見
物
人
に
誇
示

　
　
す

る
に
充
分
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
春

日
若
宮
祭
礼
は
興
福
寺
が
主
宰
し
た
、
と
い
う
の
が
現
在
ま
で
の
研
究
の
成
果

で
あ
る
が
、
三
隅
は
日
使
を
藤
原
氏
の
氏
神
1
1
永
遠
の
太
陽
神
の
象
徴
と
解
釈
す
る
。

祭
礼
芸
能
研
究
の

権
威
で
あ
る
三
隅
の
解
釈
は
日
使
神
聖
説
を
定
説
化
し
て
い
る
。

　
そ

こ
で
必
要
な
の
は
、
日
使
と
い
う
祭
礼
の
役
を
現
時
点
で
可
能
な
限
り
検
討
す

る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
個
々
の
祭
礼
に
は
、
そ
れ
自
体
完
結
し
た
体
系
が
あ
り
、

祭
礼
所
役
も
そ
の
祭
礼
に
よ
っ
て
様
々
な
意
味
が
あ
る
。
た
と
え
、
所
役
の
形
や
名

称
が

同
じ
で
も
、
そ
れ
を
支
え
る
寺
社
組
織
が
違
え
ば
、
所
役
の
意
味
も
違
う
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
個
々
の
祭
礼
に
お
け
る
日
使
の
意
味
を
考
え
た
上
で
、
各
事
例
を
比
較

し
た
時
、
日
使
の
本
質
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、

大
東
や
三
隅
に
よ
る
春
日
の
日
使
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
他
の
事
例
に
も

敷
街
で
き
る
か
、
等
が
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。

一　

春
日
大
宮
・
若
宮
の
祭

　
春
日
若
宮
祭
礼
で
は
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
日
使
が
行
列
に
参
加
し
、
御
旅
所
に

お

い
て

御
幣
を

奉

り
、
祝
詞
を
奏
上
す
る
。
現
在
は
神
社
の
関
係
者
が
交
替
で
こ
の

役
を
奉
仕
し
て
い
る
が
、
明
治
維
新
ま
で
は
南
都
の
楽
人
が
勤
め
て
い
た
。

　

こ
の
行
列
は
、
中
世
よ
り
あ
ま
り
変
化
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『
大
乗
院
寺
社
雑

寺

記
』
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
一
一
月
二
六
日
条
に
は
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

　
若
宮
御
祭
行
烈
次
第

祝
　
　
　
　
　
御
幣

舞
人
＋
人
、
　
日
使

陪
従
　
　
　
　
巫
女

3
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細
男
二
村
、
　
　
猿
楽
二
村
、

　
馬
長
頭

　
（
中
略
）

　
競
馬
五
隻

　
流
鏑
馬

　
（
中
略
）

　
　
田
楽
頭

　
『
蓮
成
院
記
録
』
二
、
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
一
二
月
二
七
日
条
に
は
、
「
日
使

御
前
へ
参
時
中
門
正
面
ノ
俘
ヲ
開
テ
退
出
之
後
如
本
押
閉
ヘ
シ
、
」
と
あ
る
。
御
前

で
の

奉
幣
が
終
わ
る
と
、
旅
所
正
面
の
俘
を
開
け
て
退
出
す
る
と
あ
り
、
こ
れ
は
現

在
の
祭
式
と
少
々
異
な
る
が
大
筋
は
踏
襲
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
春
日
の
日
使
の
初
見
史
料
は
、
若
宮
祭
礼
で
は
な
く
、
大
宮
の
春
日
祭
で

（
7
）

あ
る
。

　
春

日
祭
は
上
卿
と
弁
が
こ
れ
を
奉
行
し
、
藤
原
氏
の
氏
長
者
の
祭
祀
の
ほ
か
に
官

使
の
近
衛
使
・
内
蔵
使
な
い
し
中
宮
使
が
参
向
し
、
奉
幣
す
る
二
季
（
二
・
一
一
月

の

上
申
日
）
の
祭
で
あ
る
。
斎
女
（
ま
も
な
く
内
侍
）
の
参
仕
が
加
わ
り
、
そ
の
参

向
に
は
国
・
郡
司
の
儀
杖
が
整
え
ら
れ
た
。

　
『
春
日
社
記
録
』
「
旧
記
勝
出
し
天
承
元
年
（
一
一
三
一
）
二
月
五
日
条
に
「
御
祭
、

　
　
　
　
（
遣
脱
）

日
使
ハ
検
非
使
別
當
眞
行
次
男
少
将
、
」
と
あ
り
、
二
月
の
春
日
祭
に
検
非
違
使
別

当
の
次
男
が
日
使
を
勤
め
て
い
る
。

　
ま
た
、
『
中
臣
祐
明
記
』
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
二
月
四
日
条
に
は
こ
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

き
西

〉さ

脇
戸
　
　
　
カ
へ

巴

脇

戸
　
　
力
ヘ
　
　
ノ
・

ク

代

　
　
青
色
ナ
ル
布
一
7
ク
也
、
引
廻
之

　
南

●●東　　●

　　図2

■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
倍
）
　
　
（
検
非
遺
使
）

　
　
奉
行
弁
九
条
権
右
少
弁
、
内
侍
加
賀
内
侍
、
分
ハ
イ
ノ
ケ
ヒ
シ
大
夫
属
、
日
使

　
　
唐
橋
官
少
将
実
名
不
知

　
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、
こ
の
唐
橋
は
、
久
我
雅
通
の
次
男
で
唐
橋
の
祖
1
1
通
資

で

あ
ろ
う
。
春
日
祭
に
お
け
る
検
非
違
使
随
行
の
様
子
と
し
て
、
『
中
臣
裕
賢
記
』
弘

安
三
年
（
一
二
八
〇
）
二
月
一
二
日
条
の
春
日
神
社
着
到
殿
の
指
図
を
掲
げ
て
お
こ

う
（
図
2
）
。

　

こ
れ
を
み
る
と
、
行
事
が
左
中
弁
定
藤
、
内
大
臣
、
左
大
弁
、
検
非
違
使
別
当
、

近
衛
使
な
ど
が
参
仕
し
て
い
る
。

　
『
江
家
次
第
』
巻
五
「
春
日
祭
使
途
中
次
第
」
の
細
註
に
よ
る
と
、
平
安
末
期
に

は
藤
原
宗
家
の
人
々
が
近
衛
の
中
将
ま
た
は
少
将
と
し
て
春
日
祭
使
を
勤
め
る
こ
と

が

重
視

さ
れ
て
い
た
。
同
書
に
よ
る
と
、
そ
の
一
行
は
舞
人
一
〇
人
、
陪
従
六
人
、

加
陪
従
六
人
、
朧
官
人
二
人
、
番
長
二
人
、
随
身
、
共
人
、
馬
副
等
か
ら
な
っ
て
い

た
。

4
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と
こ
ろ
で
、
同
時
代
の
春
日
祭
と
検
非
違
使
に
関
係
す
る
儀
礼
で
思
い
浮
か
ぶ
の

は
、
春
日
神
社
と
奈
良
坂
で
行
わ
れ
た
盗
人
拷
問
の
儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
て

は
、
後
藤
淑
の
「
奈
良
坂
芸
能
註
」
に
詳
し
く
、
氏
の
所
論
を
参
考
に
春
日
祭

に
お
け

る
検
非
違
使
と
日
使
の
関
係
を
検
討
し
よ
う
。

　

こ
の
儀
礼
に
関
す
る
断
片
的
記
事
と
し
て
は
、
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
（
一
一
〇

六
）
　
二
月
七
日
条
に
「
今
日
、
春
日
祭
使
出
立
（
中
略
）
、
九
日
天
晴
早
旦
出
二
南

京
一
晩
頭
着
レ
淀
。
奈
良
坂
井
淀
作
法
、
給
禄
、
皆
存
二
旧
規
一
」
と
あ
り
、
　
一
一
月

の

春

日
祭
の
帰
京
に
お
い
て
「
奈
良
坂
井
淀
作
法
」
が
あ
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

　
『
江
家
次
第
』
巻
五
「
春
日
祭
使
途
中
次
第
」
に
は
詳
し
い
記
事
が
載
る
。

社
頭
事
乏
馳
二
御
馬
一
使
馳
二
引
馬
↓
鋤
W
鞠
継
苫
前
、
帰
来
解
レ
紐
放
レ
髪
、
随
身
同
放
レ
之
、

著
二
梨
原
一
終
夜
酔
遊
、
頭
中
将
召
二
大
夫
判
官
一
日
、
御
前
辺
狼
籍
、
恐
有
二
犯
人
↓
可
二
搦

進
ぺ
即
搦
二
府
下
部
一
人
一
為
二
犯
人
「
問
レ
之
、
盗
人
申
云
、
盗
犯
巳
実
、
賊
物
有
二
使
君

御
衣
櫃
一
随
レ
申
給
二
衣
櫃
↓
預
納
二
禄
凡
絹
ハ
官
人
等
分
取
、
酉
日
朝
官
人
等
戯
設
二
錺
馬
…

〔以
グ
脱
力
〕

駄
為
レ
馬
、
以
レ
蓬
為
二
雲
珠
↓
以
二
土
器
一
為
二
李
葉
↓
載
下
無
二
衆
望
一
下
部
一
人
上
嘲
二
瞬
之
↓

次
帰
京
、
至
二
不
退
寺
之
辺
一
之
間
、
又
搦
二
盗
人
一
令
レ
申
二
賊
物
一
如
〃
前
、
今
度
預
納
二
掛
・

単
衣
一
分
取
如
レ
前
、
次
引
二
落
大
夫
判
官
一
毎
レ
人
両
足
蹴
レ
之
、
次
到
レ
淀
立
二
雷
鳴
陣
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
籏
〕

官
人
以
下
皆
著
レ
笠
負
二
胡
鋒
〔
府
下
部
一
人
令
レ
著
二
紅
衣
「
称
二
雷
公
一
日
、
為
二
春
日
明

神
御
使
一
所
二
送
申
一
也
、
依
〃
此
可
下
至
二
大
臣
大
将
一
給
い
次
官
人
以
下
給
レ
禄
、
次
帰
京
、

作
法
在
レ
別
、
無
二
纏
頭
制
一
之
時
、
至
二
干
共
人
一
脱
レ
衣
給
〃
之
、
綾
著
二
狩
衣
・
指
貫
許
一

帰
、
奈
良
坂
一
度
、
淀
一
度
、
知
二
故
実
一
之
者
、
為
レ
免
二
一
所
役
一
馳
帰
、
昔
尾
張
兼
時
於
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ケ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ

奈
良
坂
一
預
レ
禄
之
後
、
於
二
不
退
寺
前
一
作
レ
詩
日
、
潮
声
承
キ
讃
岐
大
根
使
宍
楊
色
見
不

　
ノ

退
寺
前
宍
〉
因
レ
之
人
人
更
纏
頭
、
小
一
条
大
将
為
レ
使
、
脱
二
黒
紹
裏
一
給
二
兼
時
…
後
有
二

悔
気
↓
上
代
以
二
此
芙
一
為
二
重
物
一
之
故
也
、
兼
時
得
二
其
心
一
後
日
令
二
人
売
ワ
之
、

　
春

日
祭
の
社
頭
の
儀
が
終
わ
る
と
、
馬
場
に
お
い
て
走
り
馬
が
行
わ
れ
る
。
こ
の

後
、
祭
使
一
行
は
梨
原
の
宿
院
に
還
っ
て
装
束
を
解
き
、
終
夜
酒
宴
が
あ
る
。
頭
中

将
が
大
夫
判
官
（
検
非
違
使
尉
）
を
召
し
て
、
狼
籍
の
恐
れ
が
あ
る
犯
人
を
搦
め
捕

ら
え
ろ
、
と
命
じ
た
。
大
夫
判
官
は
下
部
の
一
人
を
犯
人
と
し
て
、
こ
れ
に
問
う
た
。

下
部
は
自
分
は
無
罪
で
あ
り
、
盗
品
は
大
夫
判
官
の
衣
櫃
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
っ

た
。
申
告
に
よ
っ
て
調
べ
る
と
、
禄
の
絹
が
出
て
き
た
の
で
押
収
し
た
。

　
酉

日
に
は
、
人
気
の
な
い
下
僕
を
飾
馬
に
乗
せ
て
嘲
弄
し
た
り
、
帰
京
途
次
に
不

退
寺
辺
り
で
、
盗
人
を
搦
め
捕
ら
え
、
盗
品
の
あ
り
か
を
言
わ
せ
る
儀
礼
は
前
の
如

し
で
あ
る
。
今
度
の
盗
晶
は
掛
・
単
衣
で
前
の
如
く
押
収
し
た
。
次
に
大
夫
判
官
を

引
き
落
と
し
て
、
皆
で
足
蹴
に
し
た
。
淀
に
到
る
と
、
雷
鳴
の
陣
（
雷
除
け
の
鳴
弦
）

を
張
り
、
下
部
一
人
に
紅
衣
を
着
せ
て
、
雷
公
と
称
し
て
、
春
日
明
神
の
使
い
と
し

て

神
送
り
を
し
た
。

　

以
上
が
不
退
寺
辺
り
と
淀
の
儀
礼
で
、
奈
良
坂
の
儀
礼
は
ま
た
別
に
あ
っ
た
ら
し

い
。

　
検
非
違
使
が
犯
人
で
あ
っ
た
と
い
う
風
刺
劇
は
『
玉
葉
』
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）

一
一
月
二
日
条
に
み
え
る
。

　
　
於
二
奈
良
坂
｝
有
下
糺
二
盗
人
一
事
い
路
西
有
二
小
川
↓
道
東
留
レ
馬
、
噸
行
頼
師
武
付
レ
ロ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
イ

　
　
自
二
路
西
辺
谷
方
↓
舞
人
武
宗
称
二
大
夫
判
官
↓
著
二
赤
衣
↓
乍
レ
騎
レ
馬
参
二
使
馬
前
↓
舞
人

　
　
兼
茂
称
二
看
督
長
ぺ
帯
二
白
羽
矢
ぺ
取
レ
弓
出
来
、
其
後
持
コ
参
犯
人
↓
下
部
二
人
引
コ
張
之
…

　
　
看
督
長
勘
ゴ
問
之
↓
申
二
不
〃
犯
之
由
ぺ
引
コ
入
其
身
一
之
後
、
称
二
盗
人
妻
一
之
者
又
持
参
了
、

　
　
召
問
之
処
、
申
二
可
レ
被
レ
問
〃
夫
之
由
↓
伍
重
勘
ゴ
問
夫
一
猶
不
二
承
伏
一
伍
及
二
拷
問
一
之
時

　
　

承
伏
申
云
、
犯
用
之
賊
物
在
所
、
和
泉
前
司
所
レ
知
也
、
又
大
夫
尉
所
レ
知
也
云
々
、
即
引

　
　

入
了
、
召
二
庁
頭
一
給
二
禄
絹
一

5
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春

日
祭
に
参
仕
し
た
京
都
の
舞
人
陪
従
が
、
帰
途
、
奈
良
坂
で
盗
人
を
糺
す
と
い

う
風
刺
劇
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
先
ず
、
舞

人
武
宗
が
大
夫
判
官
（
検
非
違
使
尉
）
と
な
っ
て
、
赤
衣
で
登
場
す
る
。
次
に
舞
人

兼
茂
が
看
督
長
と
な
っ
て
、
白
羽
の
矢
を
帯
び
、
弓
を
持
っ
て
登
場
す
る
。
次
に
下

部
二
人
が
犯
人
を
引
き
出
し
て
来
る
。
看
督
長
が
犯
人
を
勘
問
す
る
。
犯
人
は
無
実

を
言
い
張
る
。
そ
こ
で
、
犯
人
の
妻
を
引
き
出
し
勘
問
に
及
ぶ
。
犯
人
の
妻
は
、
全

く
知
ら
な
い
の
で
、
夫
に
尋
ね
て
く
れ
、
と
言
う
。
再
び
犯
人
を
引
き
出
し
勘
問
し

た
が

白
状
せ
ず
、
拷
問
に
及
ぶ
と
、
つ
い
に
意
外
な
こ
と
を
白
状
し
た
。
盗
品
は
和

泉
前

司
が
知
っ
て
お
り
、
大
夫
判
官
も
知
っ
て
い
る
。
と
言
っ
て
退
場
し
た
。
本
府

の

握

に
着
し
て
、
雷
公
の
儀
が
あ
る
。
舞
人
が
三
人
、
冠
の
上
に
桧
笠
を
つ
け
、
剣

を

抜

き
前
庭
を
め
ぐ
る
。
そ
の
な
か
に
、
赤
衣
を
着
た
も
の
が
一
人
で
て
き
て
鈴
を

振

り
、
自
分
は
雷
公
で
あ
る
と
答
え
る
。

　
（
9
）

　
後
藤

は
、
『
玉
葉
』
の
他
の
記
事
に
よ
り
、
舞
人
武
宗
と
兼
茂
を
近
衛
官
人
と
指

摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
『
山
椀
記
』
に
も
関
連
す
る
記
事
が
あ
る
。
保
元
四
年
（
一
一
五
九
）
二
月

＝
日
条
に
、
春
日
祭
に
京
か
ら
祭
に
参
仕
し
た
陪
従
た
ち
が
春
日
大
宮
の
東
南
庭

に

立

ち
、
舞
人
等
は
南
門
に
出
て
、
騎
馬
で
冠
老
懸
を
撒
き
、
続
松
を
と
り
、
「
称

有
盗
人
馳
馬
横
行
往
還
、
是
例
事
也
」
と
あ
る
。
舞
人
が
騎
馬
で
松
明
を
持
ち
、
盗

人
だ

と
呼
び
、
馬
を
は
し
ら
せ
横
行
し
た
、
こ
れ
は
恒
例
の
事
で
あ
る
、
と
い
う
の

で

あ
る
。
同
記
録
翌
一
二
日
条
に
は
、
「
今
日
於
奈
良
坂
搦
盗
人
拷
問
、
是
先
例
也
」

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
あ
る
。
後
藤
に
よ
る
と
、
　
一
一
日
に
盗
人
だ
と
呼
ば
わ
っ
て
舞
人
が
馬
を
馳
せ
、

そ

の

盗
人
を

翌
一
二
日
に
奈
良
坂
で
捕
え
拷
問
す
る
、
と
い
う
記
事
は
、
　
一
連
の
儀

礼
で
あ
り
、
か
つ
て
の
事
件
が
儀
礼
化
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
言
う
。

　
さ
ら
に
、
『
台
記
別
記
』
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
一
二
月
一
三
日
条
に
は
「
於
淀

有
御
衣
櫃
索
事
井
雷
鳴
事
　
近
例
於
奈
良
坂
有
御
衣
櫃
索
事
」
と
あ
り
、
盗
品
を
衣

櫃
に
探
す
儀
礼
と
春
日
の
使
い
で
あ
る
雷
鳴
の
儀
礼
が
淀
と
奈
良
坂
で
あ
っ
た
こ
と

が

わ
か
る
。

　
春
日
祭
に
お
け
る
社
頭
の
盗
人
儀
礼
の
ほ
う
は
近
世
ま
で
記
憶
さ
れ
て
い
た
ら
し

く
、
『
春
日
大
宮
若
宮
御
祭
禮
図
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
春
日
大
宮
御
祭
礼
七
ヶ
日
終
搬
騎
挙
剰
鹸
班
勘
醐
敵
ロ

　
　
　

強
盗
よ
く
と
申
其
節
神
器
を
と
り
納
む
よ
し
天
和
年
中
相
改
り
し
よ
し
近
き
頃
ま

　
　
　

で

古
老
乃
神
人
南
門
よ
り
南
に
向
ひ
中
音
に
が
ん
だ
う
よ
く
と
云
立
よ
り
相
尋
し

　
　
　

に

故
実
也
と
い
ひ
す
て
去
る
江
家
次
第
に
盗
人
の
事
あ
り

　
後
藤
の
所
論
は
、
盗
人
拷
問
の
儀
礼
が
奈
良
坂
、
淀
と
い
っ
た
境
界
に
お
け
る
儀

礼
で
あ
り
、
実
際
の
群
盗
禍
が
行
事
化
し
、
芸
能
化
し
た
も
の
と
い
う
結
論
で
あ
っ

た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
春
日
明
神
の
神
威
（
雷
公
‖
春
日
明
神
の
使
い
）
に
よ
っ
て

盗
賊
が
退
治
さ
れ
る
と
い
う
テ
ー
マ
が
儀
礼
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以

上
の

儀
礼
を
長
々
と
引
用
と
し
て
き
た
の
は
、
春
日
祭
に
参
向
し
た
祭
使
と
楽

人
の

関
係
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。
『
江
家
次
第
』
、
『
玉
葉
』
、
『
山
塊
記
』
共
、

近
衛
官
人
の
舞
人
が
儀
礼
の
主
役
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
春
日
祭
祭
使
一
行
の

一
人
を

日
使
と
称
す
る
史
料
が
あ
り
、
日
使
と
舞
人
・
楽
人
が
近
い
位
置
に
あ
っ
た

こ

と
を
指
摘
し
て
お
く
。

　

さ
て
、
若
宮
祭
礼
の
日
使
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先

ず
、
若
宮
祭
礼
創
始
の
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
の
様
子
を
『
若
宮
祭
禮
記
』
同
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日使考

年
九
月
一
五
日
条
に
み
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
列
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
興
福
寺
別
当
一
乗
院
玄

祝
申
後
取
使
幣
、
十
烈
馬
曳
立
祝
申
、
向
南
庭
返
祝
申
畢
、
立
幣
事
、
先
御
寺
政
所
御
幣
、

覚
）
　
　
　
　
　
（
藤
原
忠
実
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
忠
通
）

次
皇
后
宮
、
次
大
殿
下
、
次
［
臣
殿
、
次
中
宮
、
次
関
白
殿
下
、
次
北
政
所

　
興

福
寺
別
当
以
下
が
奉
幣
し
て
い
る
が
、
官
幣
に
は
預
か
ら
な
い
。
「
取
使
幣
」

の

使

は
、
官
使
で
は
な
く
、
藤
原
氏
の
使
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
若
宮
祭
禮
記
』
保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
九
月
一
七
日
条
に
は
こ
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

　
以
寅
時
祐
房
祝
申
、
奉
渡
旅
所
、
随
旅
所
乱
聲
、
以
巳
時
舞
人
渡
、
次
使
、
（
後

　
略
）

　
使
は
舞
人
の
次
に
渡
御
し
て
い
る
。
以
下
、
『
若
宮
祭
禮
記
』
よ
り
、
祭
使
の
特

徴
的

な
記
事
を
列
挙
す
る
と
こ
の
よ
う
に
な
る
。

保
延
五
年
二

保
延
六
年
二

永
治
元
年

二

康
治
元

年
二

康
治
二
年
二

久
安
二
年

二

久

安
四
年
二

久
安
五
年

三

久

安
六
年
二

仁
平
元
年

二

一
三
九
）

一
四
〇
）

一
四
一
）

一
四
二
）

一
四
三
）

一
四
六
）

一
四
八
）

一
四
九
）

一
五
〇
）

一
五
一
）

「
使
幣
祝
申
」

「
使
幣
口
」

　
　
　
　
（
府
）

「
使
友
光
、
符
生
舞
人
、
」

「
使
幣
」

　
　
　
　
　
（
府
）

「
使
光
則
太
郎
符
生
其
幣
」

　
（
府
）

「
使
符
生
行
時
」

　
　
　
　
　
（
府
）

「
御
祭
使
四
良
符
生
季
時
」

「
使
行
光
志
嫡
男
、
不
知
名
、

　
　
　
　
　
（
府
）

「
使
行
則
嫡
男
符
生
狛
行
成
、

　
　
（
脱
ア
ル
カ
）

「使
宗
府
生
」

　
　
（
府
）

左
近
符
生
也
L

L

　
使

は
奉
幣
の
祭
使
で
あ
り
、
府
生
（
検
非
違
使
庁
に
属
す
る
六
衛
府
の
下
級
職

員
）
が
勤
め
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
『
楽
所
補
任
』
・
『
楽
所
系
図
』
に
よ
る
と
使
は
狗

氏
が
勤
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
『
中
臣
祐
定
記
』
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
の
記
事
を
み
る
と
、
若

宮
祭
礼
の
九
月
一
七
日
の
祭
日
が
興
福
寺
の
神
木
動
座
や
社
寺
閉
門
と
い
う
実
力
行

使
に

よ
っ
て
一
二
月
一
七
日
に
延
期
し
て
い
る
。
同
記
録
同
日
条
を
み
る
と
、
渡
物

の
後
、
官
幣
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　
　
一
官
幣
立
事
、
依
度
々
閑
門
報
謝
、
自
今
年
毎
年
不
關
可
被
奉
、
子
細
且
見
以
前
之
　
長

　
　

者
宣
等
、
申
剋
下
着
、
御
使
右
兵
衛
府
生
貞
延
云
々
、
神
殿
守
請
取
御
幣
、
祐
定
祝
申
、

　
　
　
不
及
返
祝
、
送
文
在
之
、

　
大
東
延
和
は

こ
の
記
事
を
、
興
福
寺
が
「
神
木
動
座
や
社
寺
閉
門
と
い
う
実
力
行

使
に
対
す
る
報
謝
に
名
を
借
り
て
、
春
日
祭
同
様
若
宮
祭
を
官
祭
に
昇
格
し
よ
う
と

（1
1
）

し
た
」
と
解
し
て
い
る
。
官
使
は
右
兵
衛
府
生
貞
延
で
あ
り
、
別
に
日
使
も
お
渡
り

し
て
い
る
。

　
『
中
臣
祐
明
記
』
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
九
月
一
七
日
条
に
は
若
宮
祭
礼
の
「
渡

物
次

第
」
の
先
頭
は
「
楽
人
日
使
」
と
あ
り
、
若
宮
祭
礼
史
料
に
お
け
る
日
使
の
初

見

と
思
わ
れ
、
楽
人
が
日
使
を
勤
め
て
い
る
。
同
書
翌
一
八
条
に
は
こ
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

渡
物
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
物
）

楽

人

日
使
　
巫
女
　
伝
供
御
供
　
一
切
　
細
男
猿
楽
競
馬

競
馬
・
流
鏑
馬
依
雨
一
騎
許
射
、
於
渡
物
皆
渡
了

次

日
、
競
馬
九
番
　
流
鏑
馬
九
番
　
同
相
撲
九
番
令
逐
了

流
鏑
馬
　
田
楽
　
錐
然

7
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日
使
九
郎
属
行
近
幣
ヲ
拝
而
、
祐
明
立
向
取
幣
之
間
、
中
ハ
御
供
以
後
日
使
祝
申
事
也
ト

申
、
然
老
行
近
何
様
ニ
モ
可
有
御
心
ト
申
、
然
者
御
供
以
後
祝
、
次
二
使
幣
祝
申
、
大
宮
料

幣
ヲ
ハ
取
別
天
御
殿
後
一
一
令
付
、
殿
下
御
幣
井
中
宮
御
幣
酉
時
終
令
立
、
御
使
下
家
司
幣
持
、

先
請
取
祝
申
、
次
中
宮
御
幣
神
人
国
重
取
持
、
次
祐
明
祝
申
、

（
中
略
）

自
余
事
如
例
、
日
使
膝
突
布
六
尋
、
本
尺
、
左
右
楽
如
例
、

　
日
使
は
楽
人
狗
行
近
で
あ
っ
た
。
大
宮
料
幣
に
関
し
て
は
、
『
中
臣
裕
春
記
』
正

応
三
年

（
一
二
九

〇
）
九
月
条
に
「
若
宮
祭
之
時
、
日
使
ノ
大
社
分
御
幣
、
大
社
職

事
可
付
本
社
之
虚
、
」
と
あ
り
、
若
宮
祭
礼
に
お
け
る
日
使
の
奉
幣
は
大
宮
へ
も
奉

じ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
江
戸
時
代
に
は

日
使
創
始
伝
承
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
『
和
州
奮
跡
幽
考
』

に
、
「
冠
に
藤
の
花
を
さ
し
て
一
騎
行
関
白
殿
の
御
名
と
か
や
」
と
あ
り
、
享
保
一

五
年

（
一
七
三
〇
）
の
『
春
日
大
宮
若
宮
御
祭
禮
圖
』
に
は
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　
　
日
使
椀
助
櫛
行
証
曝
劒
馬
上
に
て
南
大
門
前
の
道
に
控
へ
図
あ
り
そ
の
か
み
殿
下

　
　
九
条
法
性
寺
忠
通
公
の

勤

さ
せ
給
ふ
虞
当
日
興
福
寺
食
堂
の
前
細
殿
ま
で
御
休

　
　
幕
居

御
出
仕
俄
に
御
不
例
ゆ
へ
御
装
束
を
楽
人
へ
さ
づ
け
下
さ
れ
当
日
の
御
使

　
　
に

召
れ
し
よ
り
日
の
使
と
名
つ
け
し
よ
し
轟
議
卿
璽
鑛
訟
芥
札
帽
勤
纏

　
　
縛
紬
縦
鴻
雛
卿
さ
日
使
ハ
御
旅
所
假
屋
に
て
二
畳
が
さ
ね
に
着
座
な
り

　
　
『
春
日
大
宮
若
宮
御
祭
禮
圖
』
（
松
下
行
列
図
）
に
は
、
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

　
　
い
る
。

　
　

日
使
　
黒
き
袖
冠
の
巾
子
に
藤
の
造
り
花
を
ま
と
ふ
関
白
殿
よ
り
其
日
の
御
使

　
　
　
　
　
を

相
勤
に

よ
り
日
使
と
云
古
し
ヘ
ハ
関
白
殿
御
勤
の
よ
し
委
ハ
南
大
門

　
　
　
　
　

行
列
に
あ
り

　
若
宮
祭
礼
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
九
条
法
性
寺
関
白
忠
通
は
悪
疫
鎮
静
を
願
っ
て
、

こ
の
祭
を
始
め
た
が
、
当
日
興
福
寺
の
食
堂
前
の
細
殿
ま
で
出
仕
し
た
と
こ
ろ
、
急

に

具
合
が

悪

く
な
り
、
着
用
の
束
帯
装
束
を
同
行
の
楽
人
に
授
け
渡
し
て
こ
の
日
の

使
い
と
さ
れ
た
の
で
、
日
ノ
使
い
と
い
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　

こ
れ
に
対
し
て
、
南
都
楽
所
側
に
は
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の

若
宮
祭
礼
に
お

け

る
日
使
は
南
都
楽
所
が
勤
仕
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
狛
光
時
が
初
代

の

日
使
で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

　
　
元
祖
光
高
者
　
天
徳
三
己
未
年
ノ
生
也
L
九
十
歳
ニ
テ
卒
ス
天
保
十
一
年
迫
八

　
　
百
八
十
三
年
ニ
ナ
ル
右
五
代
ノ
孫
光
時
江
保
延
二
丙
辰
年
九
年
十
七
日
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
性
）

　
　
春

日
若
宮
祭
礼
執
行
　
法
姓
寺

　
　
　
　
　
（
通
）

　
　
関
白
忠
道
公
　
四
十
歳
　
為
手
替

　
　
被
命
　
装
束
皆
具
　
曾
祖
父

　
光
時
江
干
時
四

十
八
歳
　
拝
領
其
日
使
ト

　
称
ス
　
狛
氏
参
役
首
之
七
＋
一
才
卒
ス

　
　
　
　
　
　
右
春
福
丸
　
真
葛
誌

　
天
保

十
一
庚
子
年
迫
七
百
六
年
連
続
ス
夫

　
ヨ
リ

　
恒
例
御
当
職
天
下
為
御
手
代
勤
仕
之
ス

　
毎
年
相
済
其
人
躰
ヲ
言
上
ス
依
古
例

　
時
ノ
従
関
白
殿
下
御
衣
今
二
拝
領
ス

平
安
京
で
左
方
の
楽
を
受
け
も
っ
た
狛
氏
と
南
都
と
の
関
係
は
、

以

下
の
如
し
で

8



日使考

　
（
1
3
）

あ
る
。
狛
氏
は
高
句
麗
の
家
系
と
い
い
、
第
五
代
衆
行
が
冷
泉
天
皇
の
時
（
九
六
七

～
八
）
に
興
福
寺
の
雑
掌
と
な
り
、
名
人
の
第
九
代
光
高
（
九
五
九
～
一
〇
四
八
）

の

代
に

山
城
国
狛
の
里
に
住
ん
で
舞
楽
・
伎
楽
を
支
え
、
一
条
天
皇
の
と
き
狛
の
姓

を

賜
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
の
ち
南
都
に
移
り
、
分
流
と
し
て
永
く
楽
家
と
し
て

栄

え
る
。
光
高
の
活
躍
し
た
長
保
年
間
（
九
九
九
～
一
〇
〇
三
）
頃
に
南
都
の
楽
人

を

糾
合

し
た
南
都
楽
所
が
成
立
し
た
。
南
都
楽
所
の
伝
承
で
は
、
そ
の
始
祖
光
高
の

五
代
の
子
孫
、
狛
光
時
（
当
時
四
八
才
）
が
保
延
二
年
に
初
め
て
日
使
を
拝
領
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
祭
礼
行
列

に
お

け
る
日
使
の
役
割
を
み
る
と
、
『
春
日
大
宮
若
宮
御
祭
禮
図
』
「
南

大

門
交
名
之
圖
」
（
図
3
）
に
は
、
南
大
門
の
衆
徒
と
日
使
が
対
峙
し
て
お
り
、
陪
従

伶
人
一
人
は
高
麗
笛
を
、
他
の
一
人
は
筆
集
を
懐
中
よ
り
．
取
り
出
し
て
吹
い
て
い
る
。

　
祭
礼
行
列

の

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
影
向
の
松
の
前
に
、
行
列
の
な
か
で
最
初

に
止

ま
る
の
は
陪
従
の
騎
馬
の
楽
人
二
人
で
あ
る
。
日
使
は
影
向
の
松
の
前
を
素
通

り
す
る
が
、
赤
抱
の
陪
従
の
二
人
は
馬
の
頭
を
松
に
向
け
て
並
列
し
、
一
人
は
高
麗

笛
を
、
他
の
一
人
は
筆
集
を
懐
中
よ
り
取
り
出
し
て
吹
く
。
こ
の
曲
は
高
麗
楽
で
、

音
取

り
の
一
種
の
「
小
渡
し
」
と
い
う
短
い
も
の
で
あ
る
。

　
御
旅
所
に

つ
く
と
、
日
使
は
中
央
で
奉
幣
を
す
る
と
い
う
重
要
な
役
を
演
じ
て
い

る
（
『
春
日
大
宮
若
宮
御
祭
禮
図
』
「
御
旅
所
奉
幣
井
切
俘
之
圓
」
（
図
4
）
。

　
同
図
の
松
之
下
渡
り
行
列
に
お
け
る
十
列
之
児
（
伶
人
四
人
）
・
日
使
・
陪
従
（
伶

人
二
人
）
ま
で
を
、
日
使
を
中
心
と
し
た
一
団
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
『
多
聞
院
日
記
』
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
＝
月
二
二
日
条
に
は
日
使
差
定

に

つ
い
て

こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
祭
礼
伶
人
方
日
使
交
名
可
有
注
進
旨
、
以
堂
達
伶
人
一
臆
方
へ
尋
二
遣
了
、

　
注
進
状
云
、

　
　
差
進
　
若
宮
御
祭
礼
日
使
役
之
事

　
　
　
少
志
　
秀
治

　
　
右
所
任
例
年
差
進
之
状
如
件
、

　
　
　
天
正
十
七
年
七
月
一
日
伶
人
一
臆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弘
葛

天

正
一
七
年
七
月
一
日
に
、
日
使
と
し
て
少
志
の
秀
治
が
差
定
さ
れ
て
い
る
。

則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

月
一
日
に
は
田
楽
・
馬
長
・
競
馬
・
細
男
の
頭
役
も
差
定
す
る
し
き
た
り
で
あ
る
。

日
使
の
差
定
状
は
、
「
堂
達
」
が
興
福
寺
別
会
の
五
師
に
届
け
出
る
所
役
申
請
で
あ

る
。
『
多
聞
院
日
記
』
同
月
一
四
日
に
は
、
日
使
廻
請
が
堂
達
に
渡
さ
れ
て
い
る
。

　
『
蓮
成
院
記
録
』
二
、
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
一
二
月
二
七
日
条
に
も
、

　
　

日
使
廻
請
之
事
以
堂
達
ヲ
折
紙
ノ
書
状
ニ
テ
舞
人
方
へ
可
相
尋
也
、
妨
其
躰
注

　
　
進
之

間
、
成
廻
請
渡
堂
達
者
也
、
今
度
幸
二
舞
人
来
間
、
於
別
会
所
可
信
奉
之

　
　
由
申
候
庭
後
例
不
可
然
由
申
候
間
遣
之
畢
、

と
あ
り
、
興
福
寺
堂
達
が
楽
所
に
折
り
紙
の
書
状
の
日
使
廻
請
を
以
て
注
進
し
、
差

定
を

記

さ
れ
て
、
堂
達
に
返
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
岡
本
彰
夫
が
紹
介
し
た
狛
近
兄
筆
『
春
日
若
宮
祭
禮
故
實
之
記
並
古
例
ヲ
書
出
シ

子
孫
ノ
覚
』
（
大
正
末
年
～
昭
和
初
年
写
）
に
は
江
戸
時
代
の
日
使
差
定
状
が
記
さ

れ
て

い
る
。

　
　
　
　
差
　
進

　
　
若
宮
御
祭
礼

日
使
役
之
事

9
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少
志
　
近
繁

　
　
右
所
任
例
年
差
進
帖
如
件

　
　
　
文
化
四

丁
卯

年
七
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
楽
所
一
藺
代

　
　
　
　
　
　
　
　

窪
　
伊
賀
守

　

岡
本
に
よ
る
と
、
こ
の
近
繁
は
七
才
で
あ
り
、
同
書
別
項
に
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
は

　
　
尉
分
卜
者
　
当
時
二
十
人
　
左
右
共
二
初
参
之
輩
也

　
　
少
志
卜
者
　
当
年
十
八
人
　
左
右
共
日
使
相
済
ヨ
リ
初
参
迫
ノ
人
躰

　
　
も
の
の
し

　
　
物
師

卜
者
　
書
生
物
師
相
済
石
日
使
迫
ノ
人
也

　
　
　
　
　
　
　
初
官
バ
迫
ヲ
冠
者
丑
ハ
ロ
写
ス

　
楽
人
に
は
、
尉
分
－
少
志
－
物
師
－
書
生
物
師
と
い
う
藺
次
が
あ
り
、
物
師
よ
り

少

志
に
な
る
に
は
日
使
を
勤
め
る
の
が
通
過
儀
礼
で
あ
っ
た
。
岡
本
に
よ
る
と
、
日

使
が
物
師
の

な
か
に
適
当
な
人
体
の
な
い
時
は
少
志
や
尉
分
を
あ
わ
せ
て
、
御
神
前

（楽
所
の

守
護
神

1
1
氷
室
神
社
）
で
「
振
上
げ
」
を
し
て
決
定
し
た
、
と
同
書
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
「
振
上
げ
」
の
結
果
は
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
弘
化
四
年
　
日
使
之
人
体
無
之
依
ル

　
　
十
一
月
朔
日
　
於
社
頭
二
振
上
ク
服
者
ハ

　
　
相
除
左
右
少
志

　

　
　
振
上
ケ
中
章
愛
男

　
　
　
　
（
秀
）

　
　
少
志
　
季
暁
　
当
四
才

　
　
　
日
使
振
上
ケ
之
例

　
　
安
永
二
巳
十
月
三
日
振
上
ケ

　
　

人
数
二
十
七
人
　
当
り
葛
清

　
　

同
三
年
十
月
十
八
日
　
好
近
江
当
ル

　
　

同
五
年
九
月
晦
日
　
　
光
尚
二
当
ル

　
　
宝
暦
六
年
霜

月
　
　
　
葛
宗
江
当
ル

　
　
天
保
十
一
子
年
八
月
廿
一
日
近
範
江
当
ル

　
　
　
左
右
少
志
道
態
人
後
四

十
二
人
振
上
ヶ

　
　
天
保
十
三
寅
十
月
十
一
日
　
尉
分
近
習
二
当
ル

　

岡
本
に
よ
る
と
、
天
保
五
年
は
友
秋
、
六
年
は
近
敬
が
い
ず
れ
も
四
才
で
日
使
を

勤
め
て

い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
四
才
位
の
稚
児
が
物
師
の
藺
次
で
あ
る
と
推
定
し
て
い

る
。
『
多
聞
院
日
記
』
に
記
さ
れ
た
中
世
末
期
の
事
例
で
は
少
志
が
日
使
を
勤
め
て

い

る
の
で
、
日
使
の
性
格
も
変
化
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
岡
本
も
疑
問
に
し
て
い

る
よ
う
に
、
数
え
年
四
才
の
稚
児
に
奉
幣
や
祝
詞
奏
上
の
能
力
が
あ
っ
た
と
は
思
え

ず
、
代
役
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
本

節
の
要
旨
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
春
日
祭
の
日
使
は
、
官
幣
使
の
随
行
で
あ
っ

た
。
若
宮
祭
礼
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
別
に
藤
原
氏
の
私
幣
を
奉
ず
る
使
が
あ
っ

た
。
官
幣
が
奉
じ
ら
れ
る
春
日
祭
に
は
大
和
国
に
所
課
が
命
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

興
福
寺
は
若
宮
祭
礼

に

も
官
使
の
奉
幣
を
望
ん
だ
が
、
実
際
の
官
幣
は
史
料
的
に
は

嘉
禎
二
年
の
事
例
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
全
く
別
に
成
立
し
て
い
た
若
宮
祭
礼

の

奉
幣
使

を
、
春
日
祭
の
官
幣
使
の
随
行
に
習
い
、
興
福
寺
側
が
日
使
と
呼
び
始
め

た
の

で
は

な
か
ろ
う
か
。
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
に
は
、
す
で
に
日
使
は
南
都
楽

所
の

楽
人
が

勤
仕

し
て
お
り
、
日
使
一
行
は
祭
礼
行
列
に
お
け
る
楽
人
風
流
で
あ
っ

た
。
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二
　
東
大
寺
八

幡
宮
転
害
会

　
東
大
寺
八
幡
宮
転
害
会
は
、
九
月
三
日
を
式
日
と
し
、
東
大
寺
の
西
面
の
大
門
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

あ
る
転
害
門
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
た
。
祭
礼
は
神
事
と
賑
神
行
事
に
分
か
れ
る
。

神
事
に
は
八
幡
宮
の
神
主
と
神
人
が
会
行
事
の
命
に
従
っ
て
こ
れ
に
あ
た
っ
た
。
賑

神
行
事
は
検
校
を
上
首
と
し
て
一
四
人
の
頭
役
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
を
催
行
し
た
。

こ
の
一
四
の
所
役
に
、
上
司
・
下
司
と
称
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
日
使
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
史
料
が
あ
る
。
『
永
正
二
年
手
害
会
記
』
に
は
、
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

、

日
ノ
使
之
事
、
上
下
之
頭
人
致
二
其
沙
汰
↓

　
上
司
ハ
赤
キ
装
束
。
下
司
ハ
青
キ
装
束
。
笠
ト
装
束
等
二
倉
二
在
レ
之
。

　
時
之
奉
行
被
レ
出
也
。
此
上
下
頭
ハ
、
公
人
中
之
外
ハ
不
レ
可
二
相
勤
一
者
也
。

　
此

日
之
使
事
神
秘
也
。
柳
モ
不
レ
可
レ
有
二
口
外
一
也
。
旧
記
別
紙
在
レ
之
。

　
其
恐く
。

　
日
使
は
東
大
寺
の
公
人
が
勤
め
る
神
秘
的
な
所
役
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
和

田
義
昭
は
「
上
司
・
下
司
と
は
神
事
を
手
伝
っ
た
役
で
あ
る
が
、
中
世
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

て

風
流
化

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
推
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
東
大
寺
八
幡
宮

の

問

題
だ

け
で
な
く
、
日
使
の
本
質
を
考
え
る
際
の
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

こ
の
上
司
・
下
司
は
東
大
寺
の
諸
職
の
な
か
で
重
要
な
職
で
あ
り
、
永
村
真
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

る
と
、
そ
の
変
遷
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
東
大
寺
の
寺
家
経
営
を
支
え
た
の
は

寺
家
に
従
属
し
た
俗
人
集
団
で
あ
り
、
『
東
大
寺
続
要
録
』
「
東
大
寺
拝
堂
用
意
記
」

に

は
、
「
諸
職
」
の
な
か
に
「
上
下
職
掌
」
が
あ
る
。
東
大
寺
の
俗
役
の
超
源
は
創

建
期

ま
で
遡
り
、
『
東
大
寺
要
録
』
「
雑
事
章
」
に
よ
る
と
、
寺
家
に
施
入
さ
れ
た

「
奴
媒
二
百

口
」
か
ら
、
「
供
仏
施
僧
之
事
」
を
預
る
「
上
司
職
掌
」
、
「
造
寺
」
と

「
歌
舞
音
楽
之
曲
」
を
司
る
「
下
司
職
掌
」
が
生
ま
れ
、
そ
の
「
子
々
孫
々
」
が
、

「
寺
家
要

人
」
た
る
俗
役
集
団
と
し
て
、
日
常
的
な
寺
家
経
営
を
担
う
。
こ
の
俗
役

は
、
上
司
（
政
所
・
公
文
所
）
と
下
司
（
造
寺
所
・
修
理
所
）
と
い
う
寺
家
経
営
組

織
が
様
々
に
変
遷
し
た
。
平
安
院
政
期
に
お
い
て
「
上
司
職
掌
」
は
大
仏
供
を
備
え
、

宝
蔵
辺

り
に
侍
し
た
。
下
司
職
掌
は
造
寺
の
機
能
と
「
歌
舞
音
楽
之
曲
」
に
よ
り
諸

会
に

供
奉
す

る
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
鎌
倉
後
期
に
は
「
上
司
職
掌
首
」

は
東
大
寺
八
幡
神
主
が
、
「
下
司
職
掌
首
」
は
楽
人
を
輩
出
す
る
狛
氏
が
相
承
し
、

各
々
「
神
人
」
と
「
公
人
」
の
首
座
に
あ
っ
て
、
寺
役
に
携
わ
っ
て
い
る
。
「
下
司
」

（
修
理
所
）
の
も
と
で
「
造
寺
」
に
関
わ
る
と
い
う
由
緒
を
も
つ
は
ず
の
下
司
職
掌

は
、
現
実
に
は
下
司
と
直
接
の
関
係
を
も
た
ず
、
楽
人
・
舞
人
等
に
対
す
る
呼
称
と

し
て
、
寺
内
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

中
世
後
期
に
お
い
て
は
、
上
司
は
神
主
か
ら
、
下
司
は
楽
人
か
ら
転
害
会
の
所
役

が

で
た

も
の
と
思
わ
れ
、
日
使
は
公
人
1
1
下
司
よ
り
勤
仕
し
た
。

　
転
害
会
当
日
の
早
朝
、
神
前
に
お
け
る
悉
奏
（
七
僧
）
法
会
の
儀
を
も
っ
て
始
ま

り
、
こ
の
後
転
害
門
へ
の
行
列
が
あ
る
。
『
東
大
寺
雑
集
録
』
所
収
の
文
明
一
四
年

（
一
四

八

二
）
の
行
列
次
第
に
よ
る
と
、
日
使
は
「
上
下
ノ
使
二
人
乗
馬
長
物
傘
、
」

と
い
う
春
日
若
宮
祭
礼
の
日
使
と
似
た
姿
で
九
番
目
に
お
渡
り
を
す
る
。
『
永
正
二

年
手
害
会
記
』
の
上
・
下
司
は
上
・
下
使
の
あ
て
字
で
あ
ろ
う
。
神
幸
と
還
幸
の
順

序
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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八
幡
宮
ー
大
仏
殿
中
門
ー
南
大
門
－
国
分
門
（
西
大
門
）
ー
中
御
門
ー
転
害
会
‖
神

　
幸

転
害
門
－
大
仏
殿
中
門
－
八
幡
宮
1
1
還
幸

　
神
輿
が
八
幡
宮
に
還
御
し
た
後
、
御
神
体
が
神
殿
に
入
御
す
る
前
に
も
諸
々
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

事
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
よ
う
す
は
、
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
「
転
害
会
日
記
」
に

こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
一
、
還
御
成
御
前
ノ
次
第

　
　
　
一
番
官
幣
（
後
略
）

　
　
　
二
番
政
所
幣
（
後
略
）

　
　
　
次
　
　
占
旦
△
叩
　
（
後
略
）

　
　
　
次

　
転
供

（後
略
）

　
　
　
次

　
ヒ
ノ
使
神
主
殿
テ
ン
ク
ウ
ノ
御
供
御
申
ア
テ
、
ヰ
ナ
ヲ
ラ
セ
タ
マ
ウ
時

　
　
　
　

分
二
神
人
サ
エ
ノ
キ
ハ
エ
出
、
コ
レ
ヲ
マ
子
ク

　
　
　
次

上
下
幣
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
ま
た
、
同
年
の
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
「
東
大
寺
八
幡
宮
祭
礼
目
録
」
に
は
こ

の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
一
、
還
御
成
テ
ノ
事

　
　
　
楼
門
ノ
中
程
二
勅
使
ノ
畳
一
帖
敷
、
同
ク
勅
使
御
タ
チ
ア
リ
テ
ノ
ア
ト
へ
、

　
　
　
ヤ
カ
テ
御
寺
務
ノ
御
ナ
ヲ
リ
ア
リ
ナ
リ
、
勅
使
ハ
官
幣
、
御
寺
務
ハ
政
所
幣

　
　
　
ニ
テ
沙
汰
ア
ル
ナ
リ
、
次
二
転
供
ノ
御
供
マ
ヰ
ル
、
御
輿
所
ノ
ミ
サ
キ
一
社

　
　
　
二
一
人
ツ
・
マ
イ
ル
、
次
ニ
ヒ
ノ
使
マ
イ
ル
、
同
ク
上
下
ノ
御
番
マ
イ
ル
、

　
　
　

（後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
天
文
八
年

（
一
五
三
九
）
の
『
転
害
会
』
で
は
こ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
沓
）

　

神
人
衆
還
御
御
ト
モ
申
。
拝
屋
二
御
輿
ヲ
ス
エ
還
御
ア
ツ
テ
後
、
拝
殿
江
カ
ヘ
リ
ク
ツ
ヲ

　
　
ハ
キ
、
ヤ
カ
テ
八
乙
女
ト
同
道
シ
テ
出
仕
ノ
ヤ
ウ
ハ
、
南
ノ
廊
ヨ
リ
入
テ
大
宮
ト
ノ
水
垣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
切
　
　
石
）

　
　
ノ
キ
ワ
ヲ
ト
ヲ
リ
、
武
内
ト
ノ
前
ヲ
西
江
ユ
キ
テ
下
ノ
キ
リ
イ
シ
ノ
上
二
、
北
ノ
方
二
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
転
　
供
）
　
　
　
（
儀
　
式
）

　
　
カ
シ
ラ
ニ
八
乙
女
衆
ヲ
ハ
シ
メ
テ
神
人
モ
出
仕
ス
。
テ
ン
ク
ニ
タ
ツ
キ
シ
キ
也
。
神
供
一

　
（
転
　
供
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
退
　
　
散
）

　
　
テ
ン
ク
ノ
御
供
ロ
ウ
モ
ン
ヨ
リ
入
テ
マ
イ
ル
。
ヒ
ノ
使
以
下
ス
キ
テ
タ
イ
サ
ン
ス
。

　
以
上
の
三
史
料
に
よ
り
、
還
御
の
儀
礼
で
日
使
が
転
供
の
御
供
と
上
下
幣
に
関
与

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
面
を
描
い
た
絵
画
が
、
手
向
山
八
幡
宮
蔵
『
転

害
会

図
絵
巻
』
三
巻
（
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
写
）
の
巻
一
（
図
5
）
で
あ
り
、

こ
れ
は
『
続
群
書
類
従
』
所
収
の
「
東
大
寺
八
幡
転
害
会
記
」
〔
文
明
一
四
年
二

四
八

二
）
〕
（
図
6
）
と
同
じ
原
本
に
よ
る
写
し
で
あ
る
。

　
『
転
害
会
図
絵
巻
』
巻
二
は
、
権
神
主
紀
延
興
が
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
諸

本
を

校
合

し
て
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
巻
二
に
は
、
八
幡
宮
か
ら
転
害
門
ま
で

の

神
幸
が
描
か
れ
て

い

る
（
図
7
）
。
上
使
・
下
使
と
も
、
随
兵
二
人
・
罐
・
傘
持
・

稚
児
一
人
等
の
九
人
構
成
で
あ
る
。

　
先
述

し
た
『
永
正
二
年
転
害
会
記
』
に
は
ま
た
こ
の
よ
う
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
一
、
上
下
頭
御
幣
持
之
事
。
上
司
方
ヲ
ハ
大
炊
役
也
。
下
司
方
ヲ
ハ
七
堂
・
戒

　
　
　
　
壇
ノ
堂
童
子
二
人
シ
テ
替
ミ
致
二
其
沙
汰
一
也
。
戒
壇
之
堂
童
子
二
人
清
盛
、

　
　
　
　
フ
サ
ヤ
弟
、
清
民
、
ッ
・
ヤ
、
今
度
清
民
、
柳
以
内
儀
構
二
私
曲
之
儀
一
申
事

　
　
　
　
在
〃
之
、
自
今
已
後
ハ
任
二
上
衆
一
次
第
二
人
シ
テ
替
〉
可
レ
随
二
其
役
一
可
レ

　
　
　
　
加
一
一
下
知
一
老
也
。
柳
以
不
可
レ
有
二
贔
屓
偏
頗
榊
者
也
。

　
下
司
（
下
使
）
の
稚
児
は
七
堂
・
戒
壇
ノ
堂
童
子
が
勤
め
た
よ
う
で
あ
る
。
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x ☆撚謬亥溺裟絃

　　　ちド
羅
、

人　　灘つ

∨じ
ぺ磁熟ぷ灘汰

図5

翼
豹上

下
枝

図6
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図8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
『
八
幡
宮
七
僧
法
会
御
祭
日
式
』
に
は
上
下
使
の
後
方
が
（
図
8
）
の
よ
う
に
描
か

れ
て

い
る
。

　
東
大

寺
八
幡
宮
転
害
会
の
日
使
は
、
室
町
期
に
は
一
四
の
頭
役
の
一
つ
で
あ
っ
た

が
、
こ
れ
は
東
大
寺
に
属
す
る
右
舞
人
山
村
氏
な
ど
が
勤
め
た
も
の
と
思
わ
る
。
前

述

『
手
転
会

図
絵
巻
』
な
ど
に
は
、
十
列
楽
人
と
一
組
に
描
か
れ
て
お
り
、
手
転
会

に
お

け
る
日
使
も
楽
人
の
風
流
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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羅s
轟
騨謹羅灘

で1が
げ
i

ヨ
ぶ

欝購簿難難聾舞盟1響難
畿
離
灘
難
菱
繋
綾
難
ξ

購
轍
。
懸
懸
雛
難
購
雛
羅
総
麟
難
灘
購
灘
鑛

図7

三
　
離
宮
八
幡
宮

日
使
頭
祭

　
大

山
崎
の
離
宮
八
幡
宮
は
天
王
山
南
麓
に
位
置
し
、
「
油
の
神
様
」
と
し
て
知
ら

れ
て

い

る
。
そ
れ
は
歴
史
的
な
背
景
に
よ
る
も
の
で
、
当
社
付
近
の
住
民
が
室
町
時

代
ま
で
、
対
岸
の
石
清
水
八
幡
宮
の
神
人
と
し
て
、
油
座
を
結
成
し
て
い
た
こ
と
に

よ
る
。

　
当
社
と
石
清
水
八
幡
宮
と
の
関
係
は
、
『
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
略
記
』
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
石
清
水
八
幡
宮
は
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
僧
行
教
が
豊

前
宇
佐

か

ら
勧
請
し
た
が
、
宇
佐
よ
り
上
京
の
途
中
「
山
崎
離
宮
之
辺
」
に
寄
宿
し
、

示
現
を

受
け
て

男
山
の
地
へ
奉
安
し
た
。
石
清
水
八
幡
宮
の
内
殿
灯
油
を
調
進
し
て

い

た
石
清
水
八
幡
宮
の
神
人
は
、
平
安
時
代
後
期
以
降
、
山
崎
を
本
拠
に
神
人
と
い

う
身
分
に
よ
っ
て
関
所
勘
過
な
ど
の
特
権
を
受
け
、
し
だ
い
に
商
業
活
動
を
始
め
る

に
至
っ

た
。
鎌
倉
幕
府
、
室
町
幕
府
も
神
人
の
特
権
を
保
証
し
た
結
果
、
神
人
は
灯

油

の

原
料
で
あ
る
荏
胡
麻
を
優
先
的
に
仕
入
れ
、
海
路
・
陸
路
と
も
津
料
・
関
料
を

免
除

さ
れ
山
崎
に
搬
入
し
、
油
器
（
油
木
）
と
よ
は
れ
る
独
自
の
製
油
器
で
油
に
搾

り
、
　
一
〇
力
国
に
独
占
的
な
販
売
権
を
持
っ
た
。

　
こ

う
し
た
特
権
の
代
償
と
し
て
、
神
人
は
日
々
の
内
殿
灯
油
を
納
入
す
る
ほ
か
、

石
清
水
八
幡
宮
の
日
使
神
事
の
頭
役
を
勤
仕
し
た
の
で
あ
る
。

　
貞
和
四
年
（
一
三
八
四
）
二
月
四
日
の
社
司
紀
則
孝
に
よ
る
『
離
宮
八
幡
宮
御
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

座
本
紀
』
に
は
日
使
神
事
の
起
源
が
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
同
（
貞
観
）
十
八
年
正
月
十
五
日
夜
、
行
教
・
御
豊
両
人
夢
雨
日
輸
二
津
現
治
神
童
有
氏

17
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講
覚
天
日
波

久
、
吾
此
所
仁
跡
於
垂
留
事
十
八
年
、
然
爾
今
一
体
分
身
乃
形
於
以
エ
一
津
波
男
山

　
　
爾
移
理
、
亦
乃
一
津
者
此
宮
爾
鎮
利
永
布
流
爾
天
地
止
斉
徳
志
天
天
下
於
守
護
止
乃
蒙
瑞
夢
、
則

　
　
奏
聞
、
朝
廷
、
故
四
月
三
日
勅
右
近
衛
少
将
兼
備
前
宇
藤
原
朝
臣
山
蔭
、
男
山
奉
勧
請
、

　
　

然
間
例
歳
先
離
宮
八
幡
宮
差
下
勅
使
、
給
官
幣
、
終
後
男
山
参
向
是
旧
例
也

　
　

（中
略
）

　
　
然
四

月
三
日
勅
使
、
治
承
四
年
依
兵
乱
難
叶
、
社
職
神
官
為
勅
使
少
将
代
可
執
行
旨
被

　
　
宜
下
、
故
爾
来
社
職
神
官
交
々
勤
仕
之
者
也

　
貞
観
元
年
、
宇
佐
よ
り
八
幡
宮
勧
請
の
際
、
山
崎
の
地
に
留
ま
る
こ
と
一
八
年
に

及
ん

だ
。
貞
観
一
八
年
（
八
七
六
）
、
行
教
・
御
豊
両
人
の
夢
に
、
日
輪
が
二
つ
現

れ
、
神
童
が
こ
う
言
っ
た
。
我
は
こ
の
地
に
一
八
年
滞
留
し
て
い
る
。
一
体
の
分
身

を

男
山
（
石
清
水
八
幡
宮
）
に
、
今
一
体
は
こ
の
宮
（
離
宮
八
幡
宮
）
に
鎮
座
す
る
。

こ
の
夢
を
朝
廷
に
奏
聞
し
て
と
こ
ろ
、
四
月
三
日
に
勅
使
が
男
山
に
勧
請
し
た
。
こ

の

由
緒
を
も
っ
て
、
毎
年
の
祭
で
は
、
先
ず
離
宮
八
幡
宮
に
勅
使
が
派
遣
さ
れ
、
官

幣
を
奉
じ
、
次
に
男
山
に
参
向
す
る
の
で
あ
る
。
四
月
三
日
の
勅
使
参
向
は
、
治
承

四
年

（
一
一
八

〇
）
の
兵
乱
の
た
め
困
難
と
な
り
、
以
来
社
職
と
神
官
が
勅
使
代
と

し
て
、
交
代
で
執
行
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
三
月
の
紀
則
吉
に
よ
る
八
幡
離
宮
遷
座
に
関
す
る
記
録

も
、
前
史
料
と
類
似
し
た
記
述
で
あ
る
。

　
　
同
貞
観
二
年
顧
二
月
九
日
夜
、
自
離
宮
両
輪
耀
出
現
、
一
輪
遷
座
男
山
、
依
是
勅
使
木
工

　
　
権
頭
従
五
位
下
私
気
尋
範
同
四
月
三
日
男
山
遷
宮
、
其
儀
式
今
之
日
使
也
、
日
使
者
八
幡

　
　
宮
為
第
一
神
事
、
号
山
崎
根
本
生
得
神
人
祭
礼
者
、
治
承
三
年
迄
為
勅
使
祭
礼
、
依
同
四

　
　
年
乱
退
転
刻
、
芹
売
瓦
屋
関
戸
依
被
成
勅
裁
以
来
、
在
地
之
神
事
勤
之
、
然
間
交
野
土
民

　
　
為
御
先
役
、
号
須
弥
寺
捧
白
杖
、
自
鳥
羽
木
津
等
村
年
頭
馬
長
役
御
子
舞
人
次
第
司
蔵
人

　
　

司
先
行
色
掌
人
吹
笛
打
鼓
、
是
者
添
鹿
島
明
神
御
振
舞
也
、
　
（
中
略
）
神
事
勤
使
者
往
古

　
　
之
勅
使
代
也
、
於
五
位
川
拝
大
神
宮
井
北
闘
長
者
宿
院
、
於
高
坊
田
植
成
業
、
検
非
違
使

　
　
火
長
督
馬
等
堅
門
、
日
使
勤
者
長
者
御
山
迄
騎
馬
、
御
殿
外
廊
三
返
打
廻
、
亀
山
院
御
参

　
　

籠
時
、
神
慮
有
御
許
、
乗
馬
可
仕
勅
定
之
上
者
無
退
転
事
也
、

　
前
史
料
と
異
な
る
記
述
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
日
使
頭
人
は
山
崎
根
本
生
得
神
人

が

勤
仕

し
、
治
承
以
来
、
在
地
の
神
事
に
な
っ
た
。
交
野
の
神
人
が
御
先
役
と
し
て
、

須
弥
寺

と
号
し
白
杖
を
捧
げ
た
。
鳥
羽
・
木
津
の
神
人
よ
り
も
、
諸
役
を
勤
仕
し
鹿

島
明
神
へ
芸
能
を
奉
納
し
た
。
日
使
と
長
者
は
男
山
山
上
ま
で
騎
馬
で
参
り
、
御
殿

の

外
廊
を
三
辺
廻
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
文
永
一
二
年
（
一
二
七
五
）
成
立
の
『
八
幡
宮
年
中
讃
記
』
は
、
石
清
水
八
幡
宮

の

年
中
行
事
記
で
あ
る
が
、
四
月
三
日
条
に
は
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　

カ
シ
　
ノ
ニ
　
ハ
　

ニ

　
ス

　
　
礼
貧
者
自
二
山
崎
一
弁
備
、
素
飯
堆
二
干
宝
前
之
机
↓
饗
膳
者
於
二
宮
寺
一
経
営
、
珍
味
深
二
干

　
　
　
ノ
ニ
　
ス
ス
メ
テ
　
　
ス
　
　
　
　
　

メ
テ
　
ス
ト

　
　
盃
中
之
糞
一
満
座
差
詑
、
諸
衆
見
物
、
（
中
略
）
其
明
年
之
祭
使
差
定
而
退
出
云
〉
、

　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
ニ
リ
ノ
　
　
テ
ハ
　
　
　
　
　
　
シ
　

ノ
　
ニ

　
　
又
臨
二
晩
陰
一
有
二
日
使
一
相
引
来
レ
自
二
山
崎
之
孤
村
ぺ
儀
式
同
二
干
京
洛
之
大
臣
パ
随
身
策
レ

　
　
　
　
ノ
　
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
リ
　
　
　
　
　

ノ
　
ノ
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　

タ
リ

　
　
馬
、
其
蹄
如
レ
龍
、
雑
色
装
束
、
異
彩
錺
新
、
髪
主
人
冠
間
、
懸
二
紫
藤
一
而
搦
郷
、
舞
男

　
　
　
ニ
ハ
　
ヲ
　
タ
リ
　
　
シ
　
ッ
　
ヲ
　
　

ニ

ノ

　
　
巾
子
、
挿
二
素
桜
一
而
鮮
餌
、
彼
等
乍
二
騎
馬
パ
三
般
先
廻
二
神
庭
一
令
二
下
馬
…
　
一
面
相
二
対

　
　
　
ニ
ノ
　
　

ヲ
ニ
テ

ノ
　
ヲ
チ
　
ノ
　
ヲ

　
　
御
殿
↓
各
刷
二
再
拝
之
衣
袖
一
互
勤
二
九
度
之
酒
盃
↓
即
差
二
来
年
之
頭
人
一
罷
出
畢
、

　
儀
式
は
「
京
洛
之
大
臣
」
に
同
じ
で
あ
り
、
石
清
水
八
幡
宮
本
殿
で
来
年
の
頭
人

を

差
定
す

る
儀
礼
が
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
室
町
前
期
成
立
の
「
年
中
用
抄
」
上
冊
の
四
月
三
日
条
は
、
永
享
九
年
（
一
四
三

七
）
の
行
事
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

　
　
四
月
三
日
、
渡
物
式
月
　
永
享
九
、
村
次
第
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ト
ハ
ノ
事
也
、

　
　
大
山
崎
、
　
木
津
、
　
橋
本
、
　
山
馬
長

　
　
巫
女
次
第
、
府
生
二
人
、
鈎
培
ズ
宣
事
職
事
、
三
権
一
、
惣
一

　
　
　
　
　
　
善
法
寺
　
政
所
　
　
同
　
　
　
権
別
当

　
　
馬
長
次
第
、
童
村
、
楽
岐
、
楽
岐
、
花
村

　
渡
り
物
は
、
村
次
第
・
巫
女
次
第
・
馬
長
次
第
に
わ
か
れ
て
お
り
、
大
山
崎
・
木

津
・
橋
本
の
神
人
が
村
次
第
を
勤
め
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
史
料
は
、
日
使
神
事
自
体
に
つ
い
て
は
断
片
的
で
あ
っ
た
が
、
近
世
初
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

成
立
の

『
石
清
水
八
幡
宮
離
宮
八
幡
宮
御
旧
記
』
に
は
日
使
頭
役
勤
仕
の
様
子
が
詳

述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
頭
人
館
に
は
前
斎
と
て
去
年
よ
り
門
内
に
神
明
を
勧
請
し
惣
忌
を
い
た
し
、
同
霜
月
に
八

　
　
王
子

山
の
頂
に
て
大
山
祇
を
祭
り
、
種
々
の
魚
物
を
備
祓
し
第
に
銭
を
結
ひ
付
、
蹟
物
と

　
　
な

し
茅
の
輪
を
貫
侍
る
、
醍
髄
瀦
鱗
禄
　
致
斎
に
は
従
兼
日
榊
を
指
御
札
を
立
、
摂
津
国
尼

　
　
崎
浦
に
お
ゐ
て
身
曽
貴
祓
を
勤
、
勾
当
者
湯
立
の
作
法
榊
舞
有
り
、
纏
醸
羅
欝
種

　
　
頭
人
者
、
毎
日
本
宮
に
進
み
神
拝
す
、
諸
座
の
出
仕
殊
に
交
野
の
和
市
、
楠
葉
の
検
知
、

　
　
終
夜
饗
応
あ
り
、
当
月
に
は
十
二
間
の
松
屋
を
設
、
座
敷
天
井
を
金
欄
綾
を
以
て
包
ま
と

　
　

ひ
、
五
色
の
糸
に
て
結
ひ
た
れ
、
柱
に
色
々
の
模
様
を
画
、
毛
匪
を
敷
、
古
代
種
々
の
錺

　
　
物
を
並
、
頭
人
者
日
の
よ
そ
ひ
に
太
刀
帯
笏
と
り
座
上
に
着
す
、
惣
長
老
日
の
事
也
、

　
　
（中
略
）
大
使
者
藤
花
を
挿
頭
し
唐
鞍
か
さ
り
大
房
を
懸
馬
乗
、
勧
鵬
翻
燗
出
功
峰
併
於
干
五

　
　
位
川
祓
殿
、
大
神
宮
北
開
拝
す
る
事
者
、
帝
徳
風
和
に
し
て
塵
埃
動
す
、
天
長
地
久
を
祈

　
　
り
侍
る
、
是
よ
り
神
事
奉
行
役
人
の
交
名
を
読
、
列
を
引
、
榊
大
幣
野
太
刀
虎
皮
長
柄
の

　
　
拘
神
馬

を
先
と
し
随
身
滝
口
蛮
絵
面
々
心
こ
と
に
出
立
、
金
欄
綾
の
装
束
取
結
ひ
供
奉
し

　
　
大
路
を
渡
り
、
松
屋
の
前
に
て
酒
を
酌
、
纐
昧
助
餉
珪
酬
歌
樋
扮
躍
謙
嚇
勒
柵
醐
・
（
中
略
）
扱
大

　
　
川
に
臨
て
錦
の
績
を
解
き
花
舟
ハ
五
廻
に
撞
さ
し
河
上
の
具
舩
中
の
遊
宴
橋
本
に
着
く
、

　
　
棚
噺
駒
畷
功
罧
鍛
M
柵
禦
　
諸
役
人
舟
よ
り
下
り
騎
馬
に
て
行
儀
を
粧
、
男
山
の
下
宿
院
に
着

　
　
き
、
科
手
乃
門
よ
り
頭
人
を
始
供
奉
の
人
々
馬
上
に
て
庭
上
を
打
通
る
、
蹴
酬
雄
嫡
勘
酬
越
瀦

　
倣
ふ現
（
中
略
）
大
使
長
者
山
上
に
て
馬
乗
其
外
供
奉
の
人
々
ハ
歩
行
に
て
撃
登
り
神
馬
を

　
　
牽
、
神
殿
廻
廊
三
返
周
而
す
、
亀
山
院
之
御
宇
文
永
十
年
四
月
三
日
の
御
神
事
に
馬
場
殿

　
　
を
御
所
と
し
て
御
叡
覧
、
殿
下
諸
臣
殿
上
人
着
座
北
面
御
随
身
階
下
に
例
し
て
見
物
す
、

　
　
長
者
ハ
成
恐
下
馬
せ
む
と
す
る
に
時
剋
移
り
け
れ
は
此
旨
を
奏
し
奉
る
、
昔
時
神
詫
に
て

　
　
御
免
の
上
老
今
更
不
可
有
其
恐
と
て
御
許
容
あ
り
し
か
ハ
、
馬
上
に
て
前
渡
り
す
る
事
先

　
　
規
の
例
と
は
云
な
か
ら
当
時
の
面
目
也
、
扱
楼
門
よ
り
下
馬
し
大
使
沓
音
た
か
く
広
前
に

　
　
進
ミ
奉
幣
俗
別
当
諄
辞
、
頭
人
退
て
胡
床
に
座
抱
の
袖
を
繕
ひ
笏
に
て
再
拝
す
、
神
主
出

　
　
て
御
幣
を
神
前
に
備
、
此
時
内
陣
よ
り
一
行
事
九
度
の
土
器
を
持
、
二
行
事
銚
子
を
取
り
、

　
　
三
行
事
提
子
、
頭
人
に
神
盃
を
す
Σ
む
、
其
已
後
一
行
司
頭
人
の
挿
頭
の
花
と
土
器
を
と

　
　
り
社
に
納
、
誠
に
大
古
の
敷
使
を
敬
崇
す
る
躰
の
遺
法
也
、
此
間
に
式
正
の
御
神
楽
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廊
に

　
　
長
者
六
人
其
外
役
人
東
西
の
座
し
た
る
躰
、
傍
若
無
人
の
作
法
也
、
案
主
者
供
奉
役
人
の

　
　
交
名
井
来
頭
の
名
乗
等
を
し
る
し
、
神
前
に
向
ひ
一
揖
し
て
す
、
ミ
ぬ
れ
は
各
々
退
下
、
頭

　
　
人
者
舘
に
帰
り
後
斎
い
ミ
し
く
勤
侍
る

　
頭
人
は
前
年
の
四
月
三
日
に
差
定
さ
れ
、
門
内
に
離
宮
明
神
の
神
明
を
勧
請
し
、

物
忌
の
生
活
を
送
る
。
当
年
の
四
月
に
入
る
と
、
松
屋
と
い
う
一
二
間
の
祭
祀
施
設

を

作

り
、
頭
人
は
「
日
の
よ
そ
ひ
」
の
姿
で
あ
っ
た
。
祭
当
日
、
対
岸
の
橋
本
ま
で

船
で
渡

り
、
男
山
の
下
宿
院
よ
り
、
騎
馬
で
行
列
す
る
。
文
永
一
〇
年
（
一
二
七
三
）

の

神
事
に
は
、
亀
山
天
皇
が
見
物
に
来
て
い
た
が
、
日
使
は
神
託
に
よ
り
御
免
の
者

と
い
い
、
騎
馬
の
ま
ま
天
皇
の
前
を
渡
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。

　
日
使
頭
役
勤
仕
の
宗
教
性
と
し
て
は
、
『
八
幡
愚
童
訓
』
乙
本
下
巻
「
三
不
浄
事
」

が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
建
治
年
中
（
一
二
七
五
～
七
八
年
i
福
原
註
）
四
月
三
日
の
〔
日
〕
使
い
に
あ

　
　
た

り
し
者
、
山
門
に
身
を
入
れ
て
難
渋
し
け
る
程
に
、
遂
に
ま
け
て
日
使
を
つ
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と
め
た
り
し
か
共
、
神
事
違
例
の
沓
の
が
れ
が
た
か
り
し
か
ば
、
程
な
く
一
家

　
　
悉

く
病
死
に
て
其
跡
あ
ら
畠
と
な
り
、
財
宝
は
他
人
の
物
と
な
る
。

　

日
使
頭
人
に
差
定
さ
れ
た
人
が
、
石
清
水
八
幡
宮
神
人
よ
り
日
吉
社
神
人
に
「
身

を

入
れ

て
」
、
頭
役
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
が
、
ま
ま
な
ら
ず
、
頭
役
を
勤
仕
し
た
。

八
幡
宮
へ
の
信
心
も
な
く
、
一
家
悉
く
病
死
し
た
、
と
い
う
説
話
で
あ
る
。

　

日
使
に
な
る
と
、
八
幡
宮
造
営
料
を
寄
進
す
る
等
の
経
済
的
負
担
は
重
か
っ
た
。

寛
正
五
年

（
一
四

六

四
）
一
二
月
に
は
、
日
使
役
難
渋
の
た
め
、
八
幡
宮
社
頭
に
閉

籠
を

企
て

た
神
人
が

お

り
、
後
花
園
が
そ
の
退
散
を
命
じ
る
院
宣
を
下
し
て
い
る
。

　
　
石
清
水
八
幡
宮
日
使
役
、
近
年
難
渋
輩
之
事
、
明
春
厳
密
可
被
仰
付
之
上
者
、
公
心
可
退
散

　
　
閉
籠
之
旨
、
可
被
下
知
者
、
院
宣
如
此
、
偽
執
達
如
件

　
　
　
（
一
四
六
四
）

　
　
　

寛
正
五
年
十
二
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
中
弁
［
山
（
花
押
）

　
　
当
宮
検
校
法
印
御
房

　
細

川
勝
元
は
そ
の
日
使
頭
人
の
訴
え
に
つ
き
、
湯
起
請
で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い

（3
0
）

る
。　

以

上
、
日
使
神
事
に
は
田
楽
・
馬
長
・
細
男
な
ど
の
芸
能
が
行
わ
れ
、
神
幸
行
列

に
お

い
て

日
使
と
と
も
に
渡
る
。
日
使
は
、
春
日
祭
の
日
使
の
よ
う
に
、
平
安
末
期

ま
で
の
勅
使
参
向
の
再
現
で
あ
り
、
日
使
神
事
は
勅
使
の
遺
法
と
い
う
説
明
が
な
さ

れ
て

い
る
。

　
日
使
神
事
は
、
石
清
水
八
幡
宮
側
で
は
男
山
へ
の
八
幡
宮
の
遷
座
と
い
う
神
話
の

再
現
、
離
宮
八
幡
宮
側
で
は
朝
廷
の
勅
使
参
向
の
再
現
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

四

　
宇
治

田
原
三
社
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
京
都
府
綴
喜
郡
宇
治
田

原
町
の

祭
を
三
社
祭
と
い
い
、
こ
の
祭
に
で
る
細
男
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

い
て

は
以
前
検
討

し
た
。
こ
の
三
社
は
、
大
宮
神
社
、
御
栗
栖
神
社
、
三
宮
神
社
で

あ
る
。
こ
の
地
に
は
、
家
株
に
よ
る
宮
座
が
あ
り
、
祭
礼
は
こ
の
座
が
主
体
と
な
っ

て

行
わ
れ
る
。
宮
座
に
は
一
族
座
と
舞
物
の
座
が
あ
る
。

　
一
族
座
に
は
一
一
座
あ
り
、
舞
物
の
座
は
声
翁
座
、
王
鼻
座
、
田
楽
座
、
獅
子
座

の

四

座
で
あ
る
。

　
近
年
祭

日
は
一
〇
月
一
〇
日
に
な
っ
た
が
、
古
記
録
で
は
旧
九
月
九
日
の
重
陽
の

日
で
あ
っ
た
。
筆
者
が
み
た
時
は
、
一
〇
月
一
七
日
が
祭
日
で
あ
り
、
一
四
日
に
三

社
の
神
輿
が
旧
田
原
村
の
大
字
郷
之
口
小
字
紫
坊
に
あ
る
御
旅
所
ま
で
神
幸
し
、
仮

宮
に

駐
螢
す

る
。
一
七
日
に
は
、
一
族
座
の
う
ち
、
田
原
一
族
座
と
荒
木
一
族
座
を

除
い
た
九
座
が
三
組
ず
つ
の
組
を
三
つ
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
三
回
ず
つ
、
北
か
ら
南

へ
馬
駆
け
を

行

う
。
こ
の
後
、
神
前
で
舞
物
座
に
よ
る
声
翁
、
王
鼻
、
田
楽
、
獅
子

の

芸
能
が
あ
る
。
こ
の
後
、
再
び
三
度
半
の
馬
駆
け
が
あ
る
。
こ
の
後
、
日
使
と
呼

ぽ

れ

る
荒
木
一
族
座
の
も
の
が
、
黒
装
束
で
乗
馬
の
ま
ま
大
幣
を
三
度
振
る
。
こ
れ

を

日
の
迎
え
と
い
い
、
つ
い
で
神
職
の
祝
詞
の
あ
と
、
三
基
の
神
輿
は
還
幸
す
る
。

　
井
上
頼
壽
が

書

き
留
め
た
明
治
以
前
の
日
使
の
伝
承
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で

（3
3
）

あ
る
。

　
　

『
日
ノ
使
』
と
は
、
荒
木
一
族
座
か
ら
勤
め
る
役
で
、
毎
年
二
名
宛
順
番
に
当

　
　
る
。
日
ノ
使
は
九
月
朔
日
の
一
週
間
前
か
ら
火
を
忌
み
心
身
の
清
斎
を
す
る
。
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乗

る
馬
も
亦
清
戒
す
る
。
五
日
前
に
は
御
湯
を
上
げ
て
家
内
を
清
め
、
朔
日
と

　
　
九

日
に
は
、
日
ノ
使
二
名
が
白
丁
姿
で
立
烏
帽
子
を
戴
き
、
内
の
頭
一
名
は
太

　
　
刀

を

侃
き
行
騰
を
穿
く
。
他
の
一
名
は
歩
行
で
後
方
に
控
へ
大
幣
を
奉
持
す
る
。

　
　
大
幣

は
長

さ
一
丈
許
り
の
竹
三
本
を
所
々
結
び
、
先
に
日
丸
扇
の
開
い
た
も
の

　
　
三
面
を

円
形
に
組
ん
で
取
附
け
た
も
の
で
あ
る
。
其
所
へ
厚
紙
廿
枚
を
月
の
数

　
　
に
切
っ
て
『
ぬ
さ
』
と
て
附
け
、
紙
に
包
ん
だ
白
米
三
括
を
附
け
る
風
習
と
な

　
　
っ

て

い

る
。
二
名
共
顔
に
白
粉
を
厚
く
塗
り
、
額
と
両
頬
に
は
紅
点
を
打
つ
。

　
　

日
ノ
使
に
な
る
役
は
祭
の
三
日
前
か
ら
固
形
物
の
み
を
摂
取
し
、
茶
や
水
は
固

　
　

よ
り
液
体
は
一
滴
た
り
と
も
飲
む
事
を
許
さ
れ
な
い
。
祭
の
日
は
暁
天
に
馬
に

　
　
乗
り
終
日
姿
勢
を
端
正
に
保
ち
、
太
陽
に
正
面
し
其
の
移
行
に
随
っ
て
廻
ら
ね

　
　
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
一
憩
も
出
来
ぬ
苦
し
さ
は
目
方
の
激
減
す
る
程
辛
か

　
　
っ

た

と
云
ふ
。
一
説
に
日
ノ
使
は
黒
抱
を
着
け
た
と
も
云
ふ
。

　

こ
の
伝
承
に
よ
る
と
、
日
使
は
終
日
姿
勢
を
端
正
に
保
ち
、
太
陽
に
正
面
し
そ
の

移
行
に

随
っ
て
廻
ら
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
ま
さ
に
日
使
1
1
太
陽
の
使
い

で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
井
上
が

聞
書
し
た
伝
説
に
よ
る
と
、
太
古
に
田
原
郷
双
栗
荘
岩
本
の
大
岩
嶽
へ
、

双
栗
神
社
、
建
藤
神
社
、
湯
原
神
社
、
大
宮
神
社
、
　
一
宮
神
社
が
降
臨
し
た
時
、
荒

木
一
族
と
田
原
一
族
が
奉
仕
し
た
、
と
い
う
。
こ
の
謂
わ
れ
か
ら
、
こ
の
両
座
は
祭

礼
に
お
い
て
、
神
に
何
も
奉
献
し
な
い
。
伊
東
久
之
は
、
こ
の
両
座
は
、
祭
礼
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

奉
仕
す

る
側
で
な
く
、
招
か
れ
る
座
で
あ
る
と
い
う
伝
承
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
両
座
は
江
戸
時
代
に
は
、
「
侍
」
と
よ
ぼ
れ
た
。
古
く
は
三
社
の
正
遷
宮
の
際

に
、
奈
良
高
畑
か
ら
金
春
太
夫
を
よ
ん
で
「
法
堅
め
」
の
式
を
行
っ
た
が
、
こ
の
時

に

も
両
座
は
特
別
の
桟
敷
位
置
を
も
っ
た
と
い
う
。
伊
東
は
、
以
上
の
歴
史
的
背
景

よ
り
、
こ
の
両
座
に
開
発
領
主
的
な
側
面
を
指
摘
し
、
「
日
使
」
を
神
主
に
も
相
当

　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

す

る
役
と
解
し
て
い
る
。

　
宇
治

田
原
に
お
い
て
、
日
使
は
田
楽
・
王
の
舞
・
細
男
・
獅
子
舞
・
競
馬
と
一
連

の

芸
能
構
成
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
勤
仕
者
や
祭
礼
に
お
け
る
役
割
は
、
他
の
芸
能

と
一
線
を
画
し
た
存
在
で
あ
る
。

お

わ

り
に

　
以
上
、
春
日
祭
・
春
日
若
宮
祭
礼
、
東
大
寺
八
幡
宮
転
害
会
、
離
宮
八
幡
宮
の
日

使
神
事
、
宇
治
田
原
三
社
祭
に
お
け
る
日
使
を
検
討
し
て
き
た
。
宇
治
田
原
以
外
の

事
例
に
共
通

し
て
い
え
る
こ
と
は
、
日
使
は
勅
使
、
勅
使
代
、
奉
幣
使
で
あ
っ
た
。

春
日
や
東
大
寺
に
お
い
て
は
楽
人
の
風
流
で
あ
っ
た
。
宇
治
田
原
に
お
い
て
日
使
が

神
聖
化

し
た
の
は
、
こ
れ
を
勤
め
た
荒
木
・
田
原
一
族
の
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。　

本
稿
で
検
討
し
た
各
日
使
の
伝
播
過
程
の
問
題
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
1
）
　
「
祭
礼
を
飾
る
も
の
ー
一
つ
物
の
成
立
と
伝
播
1
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

　
　
告
』
四
五
集
、
一
九
九
二
年
。
「
神
事
芸
能
の
細
男
に
つ
い
て
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

　

館
研
究
報
告
』
五
〇
集
、
一
九
九
三
年
。

（
2
）
　
「
お
ん
祭
の
歴
史
」
『
春
日
若
宮
お
ん
祭
の
神
事
芸
能
』
一
九
八
二
年
。

（
3
）
　
同
右
、
　
一
〇
頁
。

（
4
）
　
『
奈
良
』
社
寺
の
都
、
四
興
福
寺
の
全
盛
、
一
九
六
三
年
。
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（
5
）
　
「
日
顕
の
神
祭
と
内
外
の
芸
能
」
『
祈
り
の
舞
ー
春
日
若
宮
お
ん
祭
』
一
二
〇
頁
、
一

　
　

九
九
一
年
。

（
6
）
　
永
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On‘Hinotsukai’

FuKuHARA　Toshio

　　Up　until　now　the　writer　has　studied　Saino－o，　one　of　the　ritual　arts，　and　has　ranked

it　as　olle　of　the　series　of　arts　that　came　into　existence　in　the　later　Heian　Period　and

was　comprised　of　Dengaku，　O－no－mai，　Shishimai，　Totsura，　Miko－Kagura，　Kurade－uma，

Yabusame，　Kagura，　Bugaku，　Mikowatashi，　etc．　In　the　festivals　of　the　ancient　shrines　of

Ky6t6　and　Nara，　there　are　instances　where　a　character　named‘Hinotukai’participates

in　the　festival　together　with　those　named　above．

　　Preceding　research　into　the　Hinotsukai　has　been　confined　to　the　Kasuga　Wakamiya

Festival，　in　which　its　sanctity　has　been　pointed　out．　This　is　because　the　Hinotsukai，

dressed　in　a　formal　black　overgown（H6）and　long　trailing　hakama，　played　a　major

part　in　the　offering，　and　showed　no　artistic　behaviour．　This　paper　deals　with　the

Hinotsukai　participating　in　the　Kasuga　Festival，　the　Kasuga　Wakamiya　Festival，　the

T6daiji　Hachimangu　Tegaie，　the　divine　services　of　the　Oyamazaki　R輌ky亘Hachimangu，

and　the　Yamashiro－Uji－Tahara　Triple　Shrine　Festival．　The　results　of　a　study　based

on　historical　materials　and　folklore　show　that　what　the　Hinotsukai　in　each　case　share

in　common　is　that　a　line　can　be　drawn　between　this　and　the　other　artistic，　elegant

dancing；and　that　while　it　has　become　more　refined，　the　religious　element　can　be

strongly　felt．
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